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各 位 

会 社 名   株式会社エー・ピーホールディングス 

代表者名   代表取締役会長 兼 社長  米山 久 

（コード：3175 東証スタンダード） 

問合せ先   経営企画・ＩＲ室  室長 坂上 輝瑛 

（TEL．03－6435－8440） 

 

 

第三者割当による普通株式及び優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金等の額の減少に関

するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、次の①から⑤までの各事項について決議いたしましたので、以下

のとおりお知らせいたします。 

 

① 第三者割当の方法により、株式会社NIGITA（以下「NIGITA」といいます。）に対して、普通株式を発行

すること（以下「本普通株式第三者割当増資」といいます。） 

② 2026年６月25日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、第三

者割当の方法によるＣ種優先株式（以下「本Ｃ種優先株式」といいます。）の発行及び本優先株式に関

する規定の新設等に係る定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）等に係る議案の承認が得

られることなどを条件として、第三者割当の方法により、サントリー株式会社（以下「サントリー」と

いいます。）に対して、本Ｃ種優先株式を発行すること（以下「本優先株式第三者割当増資」といい、

本普通株式第三者割当増資及び本優先株式第三者割当増資とあわせて、「本第三者割当増資」といいま

す。） 

③ 2026年６月25日開催予定の定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、本Ｃ種優

先株式に係る第三者割当増資に係る議案の承認が得られることを条件として、本Ｃ種優先株式に関する

規定の新設等に係る定款の一部変更を行うこと 

④ 本第三者割当増資に係る払込みが行われることを停止条件とし、2026年６月30日を効力発生日として、

資本金及び資本準備金の額を減少させること（以下「本資本金等の額の減少」といいます。） 

⑤ 本定時株主総会に、本定款変更に係る議案（以下「本付議議案」といいます。）を付議すること 

 

 

Ⅰ.本第三者割当増資について 

1. 募集の概要 

A.普通株式 

(1) 払 込 期 日 2026年６月30日 

(2) 発 行 新 株 式 数 普通株式 109,052株 

(3) 発 行 価 額 １株につき 917円 

(4) 調 達 資 金 の 額 100,000,684円 

(5) 募集又は割当方法 
第三者割当の方法によりNIGITAに普通株式109,052株を割り当て

ます。 
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(6) そ の 他 
上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生し

ていることが条件となります。 

 

B.本Ｃ種優先株式 

( 1 ) 払 込 期 日 2026年６月30日 

( 2 ) 発 行 新 株 式 数 Ｃ種優先株式 150株 

( 3 ) 発 行 価 額 １株につき1,000,000円 

( 4 ) 調 達 資 金 の 額 150,000,000円 

( 5 ) 募集又は割当方法 
第三者割当の方法によりサントリーに本Ｃ種優先株式150株を割

り当てます。 

( 6 ) そ の 他 

別紙 1「株式会社エー・ピーホールディングスＣ種優先株式 発

行要項」をご参照ください。 

上記各号については、本定時株主総会において本付議議案が承認

されることが条件となります。 

 

本Ｃ種優先株式については、当社が剰余金の配当を行うときは、

本Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」といいます。）

に対して、普通株主に先立ち、優先配当金を支払うこととされて

おります。また、当社が残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株

主に対して、普通株主に先立ち、一定の金銭を支払うこととされ

ております。 

Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有しておりません。 

また、本Ｃ種優先株式については、金銭の交付と引き換えに、当

該Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得する取得条項が付されると

ともに、Ｃ種優先株主が金銭の交付と引き換えに当該Ｃ種優先株

式の取得を請求することができる請求権が付されております。 

 

なお、本Ｃ種優先株式第三者割当増資に係る払込みは、大要、以

下の条件が全て充足していることを条件としております。 

 

(1) 会社法の定めに従い当社の取締役会及び株主総会により本Ｃ

種優先株式の発行及び株主総会により本Ｃ種優先株式を発行

するために会社法上必要となる定款変更に係る決議が行われ

たこと、並びに、当該決議を示す当社の株主総会及び取締役

会議事録の抄本（いずれも当社の代表取締役の代表印による

原本認証が付されたもの）がサントリーに交付されたこと。 

(2) 当社の株主名簿がサントリーに交付できる状態にあること。 

(3) 当社の資産、事業、経営、財務状態若しくは業績見込み、本

Ｃ種優先株式の価値に重大な悪影響が生じる事態又はそのお

それが発生又は発覚していないこと。 

(4) 本契約において当社によってなされた表明保証の各々が、本

契約締結日及び本期日において真実かつ正確であること。 

(5) サントリーに対して、前各号に定める条件の充足を確認する

ために、サントリーが当社に合理的に要求する一切の書類及

び証拠が交付されていること。 
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2. 本第三者割当増資の目的及び理由 

（1） 本第三者割当増資に至る経緯及び目的 

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営環境下において、不採算店舗

の整理、業態の絞り込み、および財務基盤の立て直しを柱とする事業構造改革を断行してま

いりました。2026 年３月期において、これら一連の構造改革は完了し、当社は今期より、持

続的な企業価値向上を目指す本格的な「成長フェーズ」へと移行しております。 

現在、外食産業を取り巻く環境は、原材料価格の高騰や人件費の上昇といったコストプッ

シュ型のインフレ圧力が継続しております。大手チェーンによる低価格路線の競争が激化す

る一方、消費者の価値観は「真に価値のある食体験」へとシフトしております。このような環

境下において、当社が主戦場とする中価格帯の「レアマス市場（希少な大衆市場）」は、大手

チェーンの安売りモデルとは一線を画す独自のポジションであり、当社の「本物の価値」を提

供するビジネスモデルが最も優位性を発揮できる領域であると確信しております。本第三者

割当増資による資金調達は、この好機を確実に捉え、当社の成長戦略を加速させるために不

可欠なものであります。当社は、構造改革によって構築した筋肉質な経営体質を基盤とし、調

達資金を機動的に成長領域へ投下することで、シェアの拡大と中長期的な企業価値の最大化

を図ってまいります。これら一連の成長戦略を早期かつ確実に実行するため、本手法による

資金調達が最適であると判断いたしました。 

 

（2） 本第三者割当増資を選択した理由 

当社は、本第三者割当増資の実施を決定するまでに、様々な資金調達のための手法につい

て比較検討を行いましたが、以下の理由から、本第三者割当増資の方法により資金調達を行

うことが、既存の株主にとっても本第三者割当増資による株式の希薄化を上回るメリットが

期待できる当社にとって最適な選択肢であるとの判断に至りました。 

 

まず、公募増資による株式の発行については、十分な金額の資金を調達できるかの見通し

が不透明であるうえ、引受審査等といった検討や準備等に多くの時間を要してしまう可能性

があり、実施の可否自体が株価動向や市場全体の動向に大きく左右されるところ、決算発表、

並びに四半期報告書及び有価証券報告書の提出期限との関係上、実施までに数か月程度の時

間を要してしまうケースも多く、資金調達の機動性に欠ける面があることから、今回の資金

調達の手法としては適切ではないと判断いたしました。 

次に、株主割当増資による株式の発行については、株主の資力を把握できないことから、割

当予定先である株主の応募率が不透明であり、調達金額を想定することが非常に困難となり、

不十分な資金調達や過分な資金調達となってしまうリスクがあることから、今回の資金調達

の手法としては適切ではないと判断いたしました。 

新株予約権付社債の発行については、発行時点で必要額を確実に調達できるというメリッ

トが存在するものの、発行後に株式への転換が行われないままであると、当社の負債金額が

増加したままとなり、当社の借入余力を圧迫し、借入需要が生じた場合に、当社が借入を実施

できなくなるリスクがあると考えられます。また、社債の償還を行う場合には、多額の資金が

必要となるところ、かかる資金を確保できるかの見通しが不透明であるといえます。以上に

より、新株予約権付社債の発行は、今回の資金調達の手法としては適切ではないと判断いた

しました。 

行使価額修正条項付新株予約権の発行については、新株予約権者による権利行使があった

時点において行使価額に発行株式数を乗じた金額の資金調達がなされるものであり、即時に

資金調達を行うことが困難であるとともに、行使価額修正条項が付されることに伴い、今後

当社の株価が下落した場合、当初想定していた金額の資金を調達できない可能性が高いこと

から、今回の資金調達の手法としては適切ではないと判断いたしました。 

株主全員に対する新株予約権無償割当（ライツ・オファリング）による新株予約権の発行に
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ついては、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オフ

ァリングと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず新株予約権の行使を株主の

決定に委ねるノンコミットメント型ライツ・オファリングが考えられるところ、コミットメ

ント型ライツ・オファリングについては引受手数料等のコストが増大することが予想され、

時価総額や株式の流動性による調達金額の限界もあると考えられます。また、ノンコミット

メント型ライツ・オファリングについては、株主割当増資による株式発行と同様、割当予定先

である株主の応募率が不透明であり、調達金額を想定することが非常に困難となると考えら

れます。以上により、株主全員に対する新株予約権無償割当（ライツ・オファリング）による

新株予約権の発行は、今回の資金調達の手法としては適切ではないと判断いたしました。 

普通社債又は銀行からの借入については、今回の資金調達が、当社の債務超過解消に向け

た資本増強が主な目的の１つであるところ、当社の負債金額を増加させてしまうこれらの方

策は、今回の資金調達の手法としては適切ではないと判断いたしました。 

 

一方、本第三者割当増資は、当社が、第三者割当の方法により普通株式及び本Ｃ種優先株式

を発行することによって資金を調達するものであるところ、既に割当予定先を確保している

ことからすれば、当社において必要とする資金を即時かつ確実に調達することが可能である

ことから、今回の資金調達の手法として、最適な選択肢であると判断いたしました。 

なお、本普通株式第三者割当増資は、株主の皆様にとっては、後記「5.発行条件等の合理

性」「A.普通株式」「（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」

に記載のとおり、最大0.84%の株式の希薄化が生じるというデメリットがありますが、一方で、

本普通株式第三者割当増資は、当社が直面している厳しい経営環境への迅速な対応及び債務

超過の解消をはじめとした当社の財務体質の抜本的な改善が可能となるメリットがあり、当

社の株式価値の向上に資するものと判断しております。 

また、本第三者割当増資は、当社の普通株式のみならず、議決権制限株式である本Ｃ種優先

株式の発行によっても資金調達を行うものであるところ、本Ｃ種優先株式については、株主

総会における議決権がないうえ、普通株式を対価とする取得請求権又は取得条項が付されて

いないため、既存株主の皆様に対し希薄化の影響が生じないものと考えております。 

 

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（1） 調達する資金の額 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

250百万円 ８百万円 242百万円 

（注）１.払込金額の総額は、本第三者割当増資のうち普通株式の発行に係る払込金額の総額100百

万円と本Ｃ種優先株式に係る払込金額の総額150百万円の合計額（250百万円）であります。 

（注）２.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

（注）３.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用400万円、登録免許税及び司法書士費用合計124

万円、株式価値算定費用22万円、反社会的勢力調査費用187万円並びに東京証券取引所への追

加上場料10万円等を見込んでおります。 

 

（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 

本第三者割当増資により調達する差引手取概算額 242 百万円の具体的な使途及び支出予定

時期につきましては、以下のとおりであります。 

具体的な使途 金額 支出予定時期 

① 新規出店に伴う設備投資

資金 
150百万円 

2026年７月～ 

2027年６月 

② 業態転換及び既存店リニュ

ーアル資金 
92百万円 

2026年７月～ 

2027年６月 
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合計 242百万円  

（注）調達した資金については、実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。 

 

上記の差引手取概算額 242 百万円に関する、より具体的な使途につきましては以下のとお

りです。 

① 新規出店に伴う設備投資資金 

成長業態の積極的な新規出店により、首都圏の優良な商業施設を中心に、中高級業態や「立

ち寿司」業態の出店を強化いたします。福井県や茨城県つくば市における地方都市出店の成功

事例をロールモデルとし、地方拠点都市への展開も並行して進めることで、年間 10 店舗程度

の新規出店を目指してまいります。 

本第三者割当増資による手取金のうち 150 百万円については、2027 年６月までに、新規出

店に伴う設備投資資金として充当する予定であります。 

② 業態転換及び既存店リニューアル資金 

インフレ環境下においても高い収益性を維持するため、既存店のうちマーケットと提供価値

に乖離が生じている店舗については、高単価・高付加価値業態への転換を進めます。「やきと

りスタンダード中野北口店」や「宮崎県日南市 塚田農場 名鉄岐阜駅前店」における業態転換

後の成功実績を背景に、市場ニーズに即した「マーケットイン型」の店舗再生を加速させ、グ

ループ全体の収益力を底上げいたします。 

本第三者割当増資による手取金のうち92百万円については、2027年６月までに、業態転換

及び既存店リニューアル資金として充当する予定であります。 

 

4. 資金使途の合理性に関する考え方 

本第三者割当増資は、上記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期」の「(2)調達する資

金の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおりの使途に充当することにより、当社の企業価

値の向上に資するものであり、最終的には、当社の既存株主の利益向上に繋がるものであると考え

ており、本第三者割当増資の資金使途については合理性があると判断しております。 

 

5. 発行条件等の合理性 

A.普通株式 

（1） 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

本普通株式第三者割当増資における普通株式の発行価額につきましては、直近の当社普通

株式の株価が当社の株主価値を適正に表していると考えられることから、2026年５月28日付

の本取締役会決議の前営業日である 2026 年５月 27日の東京証券取引所における当社普通株

式の終値である 917 円といたしました。これは、本取締役会決議の日の直前のマーケット・

プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、

当社の株主価値を適切に反映した合理的なものであると判断しております。 

なお、当該発行価額 917円は、本取締役会決議日の前営業日である 2026年５月 27日の直

前１ヶ月間（2026年４月 28日から 2026 年５月 27 日）における当社普通株式の終値の平均

922 円（円未満四捨五入）に対してプレミアム率は▲0.54％（ディスカウント率は 0.54％）、

同直前３ヶ月間（2026年２月28日から2026年５月27日）における当社普通株式の終値の平

均931円（円未満四捨五入）に対してプレミアム率は▲1.50％（ディスカウント率は1.50％）、

同直前６ヶ月間（2025年11月28日から2026年５月27日）における当社普通株式の終値の

平均942円（円未満四捨五入）に対してプレミアム率は▲2.65％（ディスカウント率は2.65％）

となります。 

また、当社は上記発行価額の算定根拠について、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱

いに関する指針」に準拠するものと考えております。 

なお、当社監査等委員会（監査等委員３名、うち３名が社外取締役）から、取締役会におけ
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る上記算定根拠による発行価額の決定は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場

価格を基準にしており、上記指針も勘案して決定されていることから、割当予定先に対し特

に有利な条件でなく、適法である旨の見解を得ております。 

 

（2） 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

今回の第三者割当増資による新株発行株式数 109,052 株は、2026 年５月 28 日時点の当社

発行済株式総数12,992,202株に対して、0.84％（2025年９月30日時点の総議決権数127,533

個に対する議決権数の割合は 0.85％）であります。また、今回予定している第三者割当増資

による当社の財務基盤増強は、当社の企業価値向上、ひいては既存株主の皆様の利益向上に

資するものと考えており、本普通株式第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規

模は合理的であると判断しております。 

 

B.本Ｃ種優先株式 

（1） 払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、2025 年８月以降、割

当予定先との間で本優先株式第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する交渉を重ね

てまいりました。そして、交渉を重ねた結果、2026 年１月に当社として条件面も含め合理的

と判断する内容で割当予定先との合意に至ったことを受け、本Ｃ種優先株式については払込

金額を１株当たり1,000,000円と決定いたしました。 

また、当社は、当社から独立した第三者評価機関である茄子評価株式会社（以下「茄子評価」

といいます。）に対して本Ｃ種優先株式の価値算定を依頼し、本Ｃ種優先株式の価値算定書（以

下「本Ｃ種優先株式算定書」といいます。）を取得しております。茄子評価は、本Ｃ種優先株

式に付された諸条件と一定の前提を踏まえて、本Ｃ種優先株式の株式価値の算定手法を検討

した結果、一般的な価値算定モデルであるディスカウントキャッシュフロー法を採用し、本

Ｃ種優先株式の公正価値を算定しております。本Ｃ種優先株式の払い込み金額は、茄子評価

が算定した株式価値のレンジの範囲内となっており、当社としては、茄子評価によるＣ種優

先株式算定書における上記評価結果、及びＣ種優先株式は客観的な市場価値がなく、種類株

式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ること等を

総合的に判断し、会社法第 199 条第２項及び第３項並びに第 309条第２項に基づき、本株主

総会での有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として、Ｃ種優先

株式を発行することといたしました。 

 

（2） 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

当社は、本Ｃ種優先株式を 150 株発行することにより、総額 150,000,000 円を調達いたし

ますが、上述した本第三者割当増資の目的及び資金使途に照らしますと、本Ｃ種優先株式の

発行数量は合理的であると判断しております。 

また、本Ｃ種優先株式については、株主総会における議決権がないうえ、普通株式を対価と

する取得請求権又は取得条項が付されていないため、既存株主の皆様に対し希薄化の影響が

生じません。 

 

6. 割当予定先の選定理由等 

A.普通株式 

（1） 割当予定先の概要 

（１）商号 株式会社NIGITA 

（２）本店所在地 神奈川県相模原市南区相武台一丁目19番10号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 饒田 俊明 

（４）事業内容 酒類の販売、米穀及び食料品の販売、株式投資ならびに債券投
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資 

（５）資本金 50百万円 

（６）設立年月日 昭和57年4月20日 

（７）発行済株式数 600株 

（８）決算期 4月 

（９）従業員数 718名 

（10）主要取引先 株式会社ハイディ日高 等 

（11）主要取引銀行 株式会社三菱UFJ銀行 

（12）大株主及び持株比率 饒田グループホールディングス株式会社 100％ 

（13）上場会社と割当予定先との関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社との間で、飲材仕入れにかかる取引があります。 

（14）最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2023年４月期 2024年４月期 2025年４月期 

純資産（千円） 5,380,109  6,946,526    9,106,126    

総資産（千円） 14,657,265  17,129,568    19,516,330    

１株当たり純資産（円） 11,447,040.92  14,779,844.00    19,374,737.22    

売上高（千円） 36,007,396  44,179,157    49,214,450    

営業利益（千円） 1,054,761  2,281,657    2,498,033    

経常利益（千円） 1,642,508  3,024,339    3,480,055    

当期純利益（千円） 1,146,805  1,966,417    2,420,635    

１株当たり 

当期純利益（円） 
2,440,011.52  4,183,866.90    5,150,287.44    

１株当たり配当金（円） 638,297.87  851,063.82    638,297.87 

（注１）当社は、NIGITA及びその役員について、反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有し

ているか否かの調査を、第三者調査機関である株式会社トクチョー(住所：東京都中央区日本橋大伝馬町11番８号 

フジスタービルディング日本橋９階、代表取締役：荒川 一枝)に依頼し、同社からは、反社会的勢力等や違法行

為に関わりを示す該当情報が無い旨の調査報告書を2026年５月22日付で受領しております。NIGITA、その役員又

は主要株主が資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与している

事実及び NIGITA、その役員又は主要株主が意図して反社会的勢力と交流を持っている事実は、当社の把握する限

りありません。 

 

（2） 割当予定先を選定した理由 

割当予定先であるNIGITAは、酒類販売、米殻および食料品の販売を展開しており、長年に

わたり当社の主要な取引先の１社として、高品質な食材・酒類の安定的な供給を通じて当社

の事業運営を支えていただいている重要なビジネスパートナーであります。 

同社は、当社の掲げる専門店業態へのシフトや海外展開といった中長期的な成長戦略、お

よび財務基盤の抜本的な強化による企業価値向上の方針に深く賛同しており、今般、当社の

財務健全化を資本面から支援したいとの意向をいただいております。 

当社といたしましては、同社に当社普通株式の割当を行うことで、取引関係の更なる深化

のみならず、当社の経営方針を深く理解する安定株主として中長期的にご支援をいただくこ

とが、当社の財務基盤の安定化、ひいては全てのステークホルダーの皆様の利益に資するも

のと判断し、同社を割当予定先として選定いたしました。 

 

（3） 割当予定先の保有方針 
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当社は、割当予定先であるNIGITAの保有方針に関して、一層の関係強化の目的に鑑み、本

普通株式第三者割当増資により取得する当社普通株式を中長期保有する方針である旨を確認

しております。 

 

（4） 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、NIGITAについて、資産、資本、現金及び現金同等物等の内容を2026年４月15日

時点の同社の保有する預金通帳の写しにおける残高及び 2025年４月 30 日現在の貸借対照表

及び2024年４月１日から2025年３月31日までの間の損益計算書に基づき確認した結果、本

普通株式第三者割当増資の払込みに必要な資金の調達に問題のないことを確認しております。 

 

B.本Ｃ種優先株式 

（1） 割当予定先の概要 

（１）商号 サントリー株式会社 

（２）本店所在地 東京都港区台場二丁目３番３号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 西田 英一郎 

（４）事業内容 酒類・飲料等の製造・販売 

（５）資本金 150億円 

（６）設立年月日 大正10年12月１日 

（７）発行済株式数 30万株 

（８）決算期 12月 

（９）従業員数 3,128名 

（10）主要取引先 三菱食品株式会社、国分グループ本社株式会社 

（11）主要取引銀行 株式会社みずほ銀行 

（12）大株主及び持株比率 サントリーホールディングス株式会社 100% 

（13）上場会社と割当予定先との関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当該会社との間で、飲材仕入にかかる取引があります。 

（14）最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期 

純資産（百万円） 315,543 298,084 309,981 

総資産（百万円） 2,032,703 1,874,417 1,892,992 

１株当たり純資産（円） — — — 

売上高（百万円） 744,061 774,897 793,094 

営業利益（百万円） 68,934 76,694 60,185 

経常利益（百万円） 74,216 76,578 54,516 

当期純利益（百万円） 51,544 32,247 35,551 

１株当たり 

当期純利益（円） 

— — — 

１株当たり配当金（円） — — — 

（注1）当社は、サントリー及びその役員について、反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有

しているか否かの調査を、第三者調査機関である株式会社トクチョーに依頼し、同社からは、反社会的勢力等や違

法行為に関わりを示す該当情報が無い旨の調査報告書を2026年５月22日付で受領しております。サントリー、そ

の役員又は主要株主が資金提供その他の行為を行うことを通じて反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与

している事実及びサントリー、その役員又は主要株主が意図して反社会的勢力と交流を持っている事実は、当社の

把握する限りありません。 
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（2） 割当予定先を選定した理由 

当社は、2026 年３月期において不採算店舗の整理や本部コストの圧縮等の構造改革を完遂

し、損益分岐点の引き下げと営業キャッシュ・フローの創出力を向上させたことで、持続的な

成長に向けた筋肉質な経営体質を確立いたしました。現在は、成長を牽引する中核戦略とし

て、生産・加工・販売を垂直統合した独自の「６次産業化モデル」の更なる進化と、成長業態

の積極的な新規出店に注力しております。具体的には、首都圏の優良商業施設における「立ち

寿司」等の出店強化や、地方拠点都市への展開を並行して推進し、年間10店舗程度の新規出

店を目指す成長フェーズにあります。生産者のこだわりと消費者の満足を直接結びつけ、高

品質な食材を最適な価格で提供するこの一貫体制こそが、当社が最も優位性を発揮できる領

域であると確信しております。これら一連の成長戦略を早期かつ確実に実行し、市場シェア

の拡大と中長期的な企業価値の最大化を図るためには、機動的な投資を支える強固な財務基

盤の構築が不可欠であります。 

当社の事業活動に深い理解を有し、長年にわたり強固な協力関係を築いてきたパートナー

であるサントリーとの間で資本関係を強化することは、当社の財務健全性を高めるのみなら

ず、市場における当社の社会的信用の補完及び中長期的な企業価値の増大に資するものと確

信しております。なお、サントリーに対し発行を予定している本Ｃ種優先株式は無議決権株

式としており、本優先株式の発行は既存株主の皆様の議決権の希薄化を防止しつつ資本効率

の向上を図るものであります。これらの施策を通じて、早期の収益力回復及び持続的な成長

を実現することにより、株主の皆様への長期的・持続的な利益還元及び株価の向上を目指し

ていく所存であります。 

 

（3） 割当予定先の保有方針 

当社は、割当予定先から、原則として、本Ｃ種優先株式を中期的に保有する方針である旨の

説明を受けております。 

 

（4） 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得

ております。割当予定先は、サントリーホールディングス株式会社（以下「サントリーホール

ディングス」といいます。）の完全子会社であるところ、払込みに要する資金については、サ

ントリーホールディングスとの間で、払込時までにサントリーに移動させることを合意して

いるとのことです。当社は、サントリーホールディングスについて、資産、資本、現金及び現

金同等物等の内容を2025年12月31日時点の同社の保有する預金通帳の写しにおける残高及

び2025年12月31日現在の貸借対照表及び2025年1月1日から2025年12月31日までの間

の損益計算書に基づき確認した結果、本優先株式第三者割当増資の払込みに必要な資金の調

達に問題のないことを確認しております。 

 

7. 本第三者割当増資後の大株主及び持株比率 

（1） 普通株式 

本第三者割当増資前 

（2025年９月30日現在） 
本第三者割当増資後 

米山 久 42.80% 米山 久 42.44% 

ＭＴＲインベストメント株式

会社 

5.29% ＭＴＲインベストメント株

式会社 

5.25% 

オイシックス・ラ・大地株式

会社 

4.41% オイシックス・ラ・大地株式

会社 

4.37% 

西 陽一郎 3.45% 西 陽一郎 3.42% 
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株式会社アップフロントグル

ープ 

1.15% 株式会社アップフロントグル

ープ 

1.14% 

株式会社ＮＳＫ 0.86% 株式会社ＮＳＫ 0.85% 

ゲームフリーク１号基金投資

事業有限責任組合 

0.83％ 株式会社 NIGITA 0.85% 

里見 順子 0.47% ゲームフリーク１号基金 

投資事業有限責任組合 

0.82% 

エー・ピーホールディングス 

従業員持株会 

0.36% 里見 順子 0.47% 

野村證券株式会社 
0.29% エー・ピーホールディングス

従業員持株会 

0.35% 

（注）１.募集前の持株比率は、2025 年９月 30 日現在における発行済株式総数（自己株式数を除き

ます。）を基準としております。 

（注）２.割当後の大株主及び持株比率は、当社普通株式109,052株が発行された後の発行済株式数

に基づき記載しております。 

（注）３.当社は、上記のほか自己株式125千株(2025 年９月30日現在)を保有しております。 

 

（2） 本Ｃ種優先株式 

本第三者割当増資前 

（2026年３月31日現在） 
本第三者割当増資後 

該当なし  サントリー株式会社 100% 

 

8. 今後の見通し 

本第三者割当増資が、当社の2027年３月期連結業績に与える影響は軽微な見込です。 

 

9. 最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1） 最近３年間の連結業績 

決算期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 

売 上 高 20,598,568千円 21,072,470千円 21,821,280千円 

営 業 利 益 △111,240千円 263,490千円 845,410千円 

経 常 利 益 △74,278千円 253,003千円 721,150千円 

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 
△452,903千円 △36,858千円 1,135,220千円 

１株当たり当期純利益 △44.35円 △7.53円 84.49円 

１ 株 当 た り 配 当 金 ― ― ― 

１ 株 当 た り 純 資 産 △102.14円 △111.65円 87.17円 

 

（2） 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当する事項はございません。 

 

 

（3） 最近の株価の状況 

 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 

始 値 742円 1,030円 902円 

高 値 1,054円 1,054円 1,003円 

安 値 720円 798円 798円 
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終 値 1,030円 902円 895円 

 

 
2025年 

12月 

2026年 

１月 

2026年 

２月 

2026月 

３月 

2026年 

４月 

2026年 

５月 

始 値 959円 957円 991円 980円 908円 916円 

高 値 960円 988円 1,001円 984円 934円 931円 

安 値 948円 957円 986円 895円 908円 915円 

終 値 960円 988円 991円 902円 915円 917円 

  ※５月の株価については、2026年５月27日現在で表示しております。 

 

Ⅱ.本定款変更について 

1. 本定款変更の目的 

本Ｃ種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式として本Ｃ種優先株式を追加し、

本Ｃ種優先株式に関する規定を新設するものです。 

 

2. 本定款変更の内容 

上記目的の観点から、別紙2「定款変更案」の通り変更を予定しております。 

 

3. 本定款変更の日程（予定） 

本定款変更議案に関する本定時株主総会付議に係る取締役会決議 2026年５月28日 

本定時株主総会決議 2026年６月25日 

本定款変更の効力発生日 2026年６月25日 

本Ｃ種優先株式の発行 2026年６月30日 

 

Ⅲ.本資本金等の額の減少について 

1. 本資本金等の額の減少の目的 

早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、本資本金等の額

の減少を行い、分配可能額を構成するその他資本剰余金へ振り替えることといたしました。 

なお、本資本金等の額の減少については、本第三者割当増資に係る払込みを停止条件とします。 

 

2. 本資本金等の額の減少の要領 

（1） 減少すべき資本金の額 

本第三者割当増資後の資本金の額 175,000,000円を 125,000,000円減少して、50,000,000

円とする。 

（2） 減少すべき資本準備金の額 

本第三者割当増資後の資本準備金の額 125,000,000 円を 125,000,000 円減少して、

9,370,000円とする。 

（3） 本資本金等の額の減少の方法 

会社法第 447 条第１項及び第 448 条第１項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記の

とおりおこなったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。 

 

3. 本資本金等の額の減少の日程 

本資本金等の額の減少に係る取締役会決議 2026年５月28日 

債権者異議申述公告 2026年５月29日 

債権者異議申述最終期日 2026年６月29日 

本資本金等の額の減少の効力発生日 2026年６月30日 
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4. 今後の見通し 

本資本金等の額の減少は、貸借対照表の純資産の部における資本金及び資本準備金をその他資本

剰余金の勘定とする振替処理であり、当社の純資産額に変動を生じるものではなく、当社の業績に

与える影響はありません。 

以上 
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別紙1 

 

株式会社エー・ピーホールディングス 

Ｃ種優先株式 発行要項 

1. 募集株式の種類 

Ｃ種優先株式 

 

2. 募集株式の数 

150株 

 

3. 募集株式の払込金額 

1株につき1,000,000円（総額150,000,000円） 

 

4. 増加する資本金及び資本準備金 

資本金  1株につき500,000円（総額75,000,000円） 

資本準備金  1株につき500,000円（総額75,000,000円） 

 

5. 払込期日 

2026年６月30日 

 

6. 発行方法 

第三者割当の方法により、サントリー株式会社に募集株式の総数を割り当てる。 

 

7. 譲渡制限 

譲渡によるＣ種優先株式の取得については、株式会社エー・ピーホールディングスの取締役会による承認を要

する。 

 

8. 剰余金の配当 

(1) Ｃ種優先配当金 

甲は、剰余金の配当を行うときは、普通株主に先立ち、Ｃ種優先株主に対し、Ｃ種優先株式1株につき、

次項に定める額の剰余金の配当(以下「Ｃ種優先配当金」という。)を、金銭により支払う。 

(2) Ｃ種優先配当金の額 

Ｃ種優先配当金の額は、Ｃ種優先株式の払込金額(以下「Ｃ種払込金額」という。)に対し年2.9%の率を乗

じて算出した額とする。 

(3) 累積条項 

ある事業年度においてＣ種優先株主に支払った剰余金の配当の額がＣ種優先配当金の額に達しないとき

は、その不足額(以下「累積未払配当金」という。)は翌事業年度以降に累積し、普通株主に先立ちＣ種優

先株主に対し支払われる(累積型)。 

(4) 非参加条項 

Ｃ種優先株主に対しては、Ｃ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない(非参加型)。 

 

9. 残余財産の分配 

(1) 残余財産の分配 

甲は、残余財産を分配するときは、普通株主に先立ち、Ｃ種優先株主に対し、Ｃ種優先株式1株につき、

Ｃ種払込金額に未払の累積未払配当金を加算した額を、金銭により支払う。残余財産分配における支払順

位は、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式と同順位とする。 

(2) 非参加条項 
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Ｃ種優先株主に対しては、上記以外の残余財産の分配は行わない。 

 

10. 議決権 

Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

 

11. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等 

甲は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ｃ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。また、甲

は、Ｃ種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えな

い。 

 

12. 取得請求権 

Ｃ種優先株主は、甲に対し、法令の定める範囲内で、自己の保有するＣ種優先株式の全部又は一部を取得するこ

とを請求することができる。取得の対価として、Ｃ種優先株式 1 株につき、Ｃ種払込金額に未払の累積未払配

当金を加算した額を、金銭により支払う。基準価格(複利計算によるピックアップ)は適用しない。 

 

13. 取得条項 

甲は、取締役会が別途定める日が到来したときは、法令の定める範囲内で、Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得

することができる。取得の対価は、Ｃ種優先株式 1 株につき、Ｃ種払込金額に未払の累積未払配当金を加算し

た額とする。 

 

以上 
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別紙2 

 

定款変更案 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 
 

第１条～第５条（条文省略） 
 
（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、2,400万株と
し、普通株式の発行可能種類株式総数は2,400万株、Ａ
種優先株式の発行可能種類株式総数は1,000株、Ｂ種優
先株式の発行可能種類株式総数は300株とする。 
 
 
第７条（条文省略） 
 
（単元株式数） 
第８条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100株
とし、Ａ種優先株式につき1株とし、Ｂ種優先株式につ
き100株とする。 
 
第９条～第11条１項（条文省略） 
 
第２章の２ Ａ種優先株式 
（Ａ種優先配当金） 
第11条の２ 当会社は、第29条第１項の規定に従い、
事業年度末日を基準日とする剰余金の配当をするとき
は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記
録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先
株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ａ種優先株式登録質権者」といい、Ａ種優先
株主と併せて「Ａ種優先株主等」という。）に対し、
第11条の19に定める支払順位に従い、Ａ種優先配当金
として、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払
込金額に年率5.0％を乗じて算出した金額について、
当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日
（ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同
一の事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含
む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１年を365日とし
て日割計算により算出される金額（以下「Ａ種優先配
当金額」という。）を支払う（ただし、除算は最後に
行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第 
 

 

第１条～第５条（現行どおり） 
 
（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数） 
第６条 当会社の発行可能株式総数は、2,400万株と
し、普通株式の発行可能種類株式総数は2,400万株、Ａ
種優先株式の発行可能種類株式総数は1,000株、Ｂ種優
先株式の発行可能種類株式総数は300株、Ｃ種優先株式
の発行可能種類株式総数は150株とする。 
 
第７条（現行どおり） 
 
（単元株式数） 
第８条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100株
とし、Ａ種優先株式につき1株とし、Ｂ種優先株式につ
き100株、Ｃ種優先株式につき1株とする。 
 
第９条～第11条１項（現行どおり） 
 
第２章の２ Ａ種優先株式 
（Ａ種優先配当金） 
第11条の２ 当会社は、第29条第１項の規定に従い、
事業年度末日を基準日とする剰余金の配当をするとき
は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記
録されたＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先
株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ａ種優先株式登録質権者」といい、Ａ種優先株
主と併せて「Ａ種優先株主等」という。）に対し、第11
条の26に定める支払順位に従い、Ａ種優先配当金とし
て、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金
額に年率5.0％を乗じて算出した金額について、当該剰
余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、
当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年
度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当
該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の
実日数につき、１年を365日として日割計算により算出
される金額（以下「Ａ種優先配当金額」という。）を支
払う（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３
位まで計算し、その小数第３位を 
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現行定款 変更案 
 

３位を四捨五入する。）。ただし、当該配当の基準日
の属する事業年度において、第11条の３に定めるＡ種
期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除
した額を支払うものとする。また、当該剰余金の配当
の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間
に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種
優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行う
ことを要しない。 
 
2. ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額（以下に定める累積未
払Ａ種優先配当金を除く。）が、当該事業年度に係る
Ａ種優先配当金額に達しないときは、その不足額（以
下「未払Ａ種優先配当金」という。）は翌事業年度以
降に累積する。当会社は、累積した未払Ａ種優先配当
金（以下「累積未払Ａ種優先配当金」という。）を、
第11条の19に定める支払順位に従い、Ａ種優先株主等
に対して支払うものとする。 
 
3.（条文省略） 
 

 

四捨五入する。）。ただし、当該配当の基準日の属する
事業年度において、第11条の３に定めるＡ種期中優先
配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額を
支払うものとする。また、当該剰余金の配当の基準日
から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会
社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株式
につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要
しない。 
 
2. ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額（以下に定める累積未
払Ａ種優先配当金を除く。）が、当該事業年度に係るＡ
種優先配当金額に達しないときは、その不足額（以下
「未払Ａ種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に
累積する。当会社は、累積した未払Ａ種優先配当金（以
下「累積未払Ａ種優先配当金」という。）を、第11条の
26に定める支払順位に従い、Ａ種優先株主等に対して
支払うものとする。 
 
３．（現行どおり） 
 

（Ａ種期中優先配当金） 
第11条の３ 当会社は、第29条第２項又は第３項の規
定に従い、事業年度末日以外の日を基準日（以下「期
中配当基準日」という。）とする剰余金の配当（以下
「期中配当」という。）をするときは、期中配当基準
日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株
主等に対して、第11条の19に定める支払順位に従い、
Ａ種優先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額に
年率5.0％を乗じて算出した金額について、当該期中配
当基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該期中
配当基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合
は、払込期日）（同日を含む。）から当該期中配当基
準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、365
日で除した額（ただし、除算は最後に行い、円単位未
満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入
する。）の金銭による剰余金の配当（以下「Ａ種期中
優先配当金」という。）を支払う。ただし、当該期中
配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当
までの間に、本条に定めるＡ種期中優先配当金を支払
ったときは、その合計額を控除した額とする。また、
当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる 
 

（Ａ種期中優先配当金） 
第11条の３ 当会社は、第29条第２項又は第３項の規
定に従い、事業年度末日以外の日を基準日（以下「期中
配当基準日」という。）とする剰余金の配当（以下「期
中配当」という。）をするときは、期中配当基準日の最
終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主等に
対して、第11条の26に定める支払順位に従い、Ａ種優
先株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額に年率
5.0％を乗じて算出した金額について、当該期中配当基
準日の属する事業年度の初日（ただし、当該期中配当
基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、
払込期日）（同日を含む。）から当該期中配当基準日
（同日を含む。）までの期間の実日数につき、365日で
除した額（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数
第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。）
の金銭による剰余金の配当（以下「Ａ種期中優先配当
金」という。）を支払う。ただし、当該期中配当基準日
の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、
本条に定めるＡ種期中優先配当金を支払ったときは、
その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当
基準日から当該期中配当が行われる 
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現行定款 変更案 
 

日までの間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、
当該Ａ種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期
中配当を行うことを要しない。 
 

 

日までの間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、
当該Ａ種優先株式につき当該期中配当基準日に係る期
中配当を行うことを要しない。 
 

（残余財産の分配） 
第11条の４ 当会社は、残余財産を分配するときは、
Ａ種優先株主等に対して、第11条の19に定める支払順
位に従い、Ａ種優先株式１株当たり、第11条の５第２
項に定める基本償還価額相当額から、同項に定める控
除価額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額
相当額及び控除価額相当額は、同項に定める基本償還
価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を
「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日を
いう。以下本章において同じ。）と、「償還請求前支
払済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」（残
余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先配当金
（残余財産分配日までの間に支払われたＡ種期中優先
配当金及び累積未払Ａ種優先配当金を含む。）の支払
金額をいう。）と読み替えて算出される。）を支払う。
なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支
払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞ
れにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本
償還価額相当額から控除する。 
 
2.（条文省略） 
 
（金銭を対価とする償還請求権） 
第11条の5  Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対
し、分配可能額を取得の上限として、Ａ種優先株式の
全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを
請求すること（以下本章において「償還請求」という。）
ができる。 
当会社は、かかる請求（以下、償還請求がなされた日
を本章において「償還請求日」という。）がなされた
場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、
請求のあったＡ種優先株式の一部のみしか取得できな
いときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合
理的な方法により取得株式数を決定するものとし、ま
た、償還請求日において償還請求が行われたＡ種優先
株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使さ
れたＢ種優先株式の取得と引換えに交付することとな
る金銭の額が、償還請求日における分配可能額 
 

（残余財産の分配） 
第11条の４ 当会社は、残余財産を分配するときは、
Ａ種優先株主等に対して、第11条の26に定める支払順
位に従い、Ａ種優先株式１株当たり、第11条の５第２
項に定める基本償還価額相当額から、同項に定める控
除価額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額
相当額及び控除価額相当額は、同項に定める基本償還
価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を
「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日を
いう。以下本章において同じ。）と、「償還請求前支払
済優先配当金」を「解散前支払済優先配当金」（残余財
産分配日までの間に支払われたＡ種優先配当金（残余
財産分配日までの間に支払われたＡ種期中優先配当金
及び累積未払Ａ種優先配当金を含む。）の支払金額を
いう。）と読み替えて算出される。）を支払う。なお、
解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われ
た場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつ
き控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価
額相当額から控除する。 
 
2．（現行どおり） 
 
（金銭を対価とする償還請求権） 
第11条の5  Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対し、
分配可能額を取得の上限として、Ａ種優先株式の全部
又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求
すること（以下本章において「償還請求」という。）が
できる。 
当会社は、かかる請求（以下、償還請求がなされた日を
本章において「償還請求日」という。）がなされた場合
には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請
求のあったＡ種優先株式の一部のみしか取得できない
ときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理
的な方法により取得株式数を決定するものとし、また、
償還請求日において償還請求が行われたＡ種優先株式
及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使された
Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式の取得と引換えに交付
することとなる金銭の額が、償還請求日に 
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を超える場合には、償還請求が行われたＡ種優先株式
及び取得請求権が行使されたＢ種優先株式の数に応じ
た比例按分の方法により、かかる金銭の額が償還請求
日における分配可能額を超えない範囲内においてのみ
Ａ種優先株式及びＢ種優先株式を取得するものとし、
かかる方法に従い取得されなかったＡ種優先株式につ
いては、償還請求が行われなかったものとみなす。 
 
 
2.（条文省略） 
3.（条文省略） 
 

 

おける分配可能額を超える場合には、償還請求が行わ
れたＡ種優先株式及び取得請求権が行使されたＢ種優
先株式及びＣ種優先株式の数に応じた比例按分の方法
により、かかる金銭の額が償還請求日における分配可
能額を超えない範囲内においてのみＡ種優先株式、Ｂ
種優先株式及びＣ種優先株式を取得するものとし、か
かる方法に従い取得されなかったＡ種優先株式につい
ては、償還請求が行われなかったものとみなす。 
 
2．（現行どおり） 
3．（現行どおり） 
 

第２章の３ Ｂ種優先株式 
 
（Ｂ種優先配当金） 
第11条の11 当会社は、第29条第１項の規定に従い、
事業年度末日を基準日とする剰余金の配当をするとき
は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記
録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先
株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ｂ種優先株式登録質権者」といい、Ｂ種優先
株主と併せて「Ｂ種優先株主等」という。）に対し、
第11条の19に定める支払順位に従い、Ｂ種優先配当金
として、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式の払
込金額に年率2.9％を乗じて算出した金額について、当
該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（た
だし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の
事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）
から当該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）まで
の期間の実日数につき、１年を365日として日割計算に
より算出される金額（以下「Ｂ種優先配当金額」とい
う。）を支払う（ただし、除算は最後に行い、円単位
未満小数第３位まで計算し、その小数第３位を四捨五
入する。）。ただし、当該配当の基準日の属する事業
年度において、第11条の12に定めるＢ種期中優先配当
金を支払ったときは、その合計額を控除した額を支払
うものとする。また、当該剰余金の配当の基準日から
当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が
Ｂ種優先株式を取得した場合、当該Ｂ種優先株式につ
き当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しな
い。 
 

第２章の３ Ｂ種優先株式 
 
（Ｂ種優先配当金） 
第11条の11 当会社は、第29条第１項の規定に従い、
事業年度末日を基準日とする剰余金の配当をするとき
は、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記
録されたＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先
株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者
（以下「Ｂ種優先株式登録質権者」といい、Ｂ種優先株
主と併せて「Ｂ種優先株主等」という。）に対し、第11
条の26に定める支払順位に従い、Ｂ種優先配当金とし
て、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式の払込金
額に年率2.9％を乗じて算出した金額について、当該剰
余金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、
当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年
度に属する場合は、払込期日）（同日を含む。）から当
該剰余金の配当の基準日（同日を含む。）までの期間の
実日数につき、１年を365日として日割計算により算出
される金額（以下「Ｂ種優先配当金額」という。）を支
払う（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３
位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。）。た
だし、当該配当の基準日の属する事業年度において、
第11条の12に定めるＢ種期中優先配当金を支払ったと
きは、その合計額を控除した額を支払うものとする。
また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配
当が行われる日までの間に、当会社がＢ種優先株式を
取得した場合、当該Ｂ種優先株式につき当該基準日に
係る剰余金の配当を行うことを要しない。 
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2. ある事業年度において、Ｂ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額（以下に定める累積未
払Ｂ種優先配当金を除く。）が、当該事業年度に係る
Ｂ種優先配当金額に達しないときは、その不足額（以
下「未払Ｂ種優先配当金」という。）は翌事業年度以
降に累積する。当会社は、累積した未払Ｂ種優先配当
金（以下「累積未払Ｂ種優先配当金」という。）を、
第11条の19に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株主等
に対して支払うものとする。 
 
3.（条文省略） 

 

2. ある事業年度において、Ｂ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額（以下に定める累積未
払Ｂ種優先配当金を除く。）が、当該事業年度に係るＢ
種優先配当金額に達しないときは、その不足額（以下
「未払Ｂ種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に
累積する。当会社は、累積した未払Ｂ種優先配当金（以
下「累積未払Ｂ種優先配当金」という。）を、第11条の
26に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株主等に対して
支払うものとする。 
 
3．（現行どおり） 
 

（Ｂ種期中優先配当金） 
第11条の12 当会社は、第29条第２項又は第３項の規
定に従い、期中配当基準日を基準日とする期中配当を
するときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたＢ種優先株主等に対して、第11条の19
に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、
Ｂ種優先株式の払込金額に年率2.9％を乗じて算出し
た金額について、当該期中配当基準日の属する事業年
度の初日（ただし、当該期中配当基準日が払込期日と
同一の事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を
含む。）から当該期中配当基準日（同日を含む。）ま
での期間の実日数につき、365日で除した額（ただし、
除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、
その小数第３位を四捨五入する。）の金銭による剰余
金の配当（以下「Ｂ種期中優先配当金」という。）を
支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年
度において、当該期中配当までの間に、本条に定める
Ｂ種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を
控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当
該期中配当が行われる日までの間に、当会社がＢ種優
先株式を取得した場合、当該Ｂ種優先株式につき当該
期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しな
い。 
 
（残余財産の分配） 
第11条の13 当会社は、残余財産を分配するときは、
Ｂ種優先株主等に対して、第11条の19に定める支払順
位に従い、Ｂ種優先株式１株当たり、第11条の14第２
項に定める基本償還価額相当額から、同項に定める控
除価額相当額を控除した金額 
 

（Ｂ種期中優先配当金） 
第11条の12 当会社は、第29条第２項又は第３項の規
定に従い、期中配当基準日を基準日とする期中配当を
するときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載
又は記録されたＢ種優先株主等に対して、第11条の26
に定める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、
Ｂ種優先株式の払込金額に年率2.9％を乗じて算出し
た金額について、当該期中配当基準日の属する事業年
度の初日（ただし、当該期中配当基準日が払込期日と
同一の事業年度に属する場合は、払込期日）（同日を含
む。）から当該期中配当基準日（同日を含む。）までの
期間の実日数につき、365日で除した額（ただし、除算
は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、そ
の小数第３位を四捨五入する。）の金銭による剰余金
の配当（以下「Ｂ種期中優先配当金」という。）を支払
う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度に
おいて、当該期中配当までの間に、本条に定めるＢ種
期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除
した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期
中配当が行われる日までの間に、当会社がＢ種優先株
式を取得した場合、当該Ｂ種優先株式につき当該期中
配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。 
 
（残余財産の分配） 
第11条の13 当会社は、残余財産を分配するときは、
Ｂ種優先株主等に対して、第11条の26に定める支払順
位に従い、Ｂ種優先株式１株当たり、第11条の14第２
項に定める基本償還価額相当額から、同項に定める控
除価額相当額を控除した金額 
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（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額
は、同項に定める基本償還価額算式及び控除価額算式
における「償還請求日」を「残余財産分配日」（残余
財産の分配が行われる日をいう。以下本章において同
じ。）と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散
前支払済優先配当金」（残余財産分配日までの間に支
払われたＢ種優先配当金（残余財産分配日までの間に
支払われたＢ種期中優先配当金及び累積未払Ｂ種優先
配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて
算出される。）を支払う。なお、解散前支払済優先配
当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前
支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を
計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除す
る。 
 
2.（条文省略） 
 

 

（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、
同項に定める基本償還価額算式及び控除価額算式にお
ける「償還請求日」を「残余財産分配日」（残余財産の
分配が行われる日をいう。以下本章において同じ。）
と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済
優先配当金」（残余財産分配日までの間に支払われた
Ｂ種優先配当金（残余財産分配日までの間に支払われ
たＢ種期中優先配当金及び累積未払Ｂ種優先配当金を
含む。）の支払金額をいう。）と読み替えて算出され
る。）を支払う。なお、解散前支払済優先配当金が複数
回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先
配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、そ
の合計額を基本償還価額相当額から控除する。 
 
2．（現行どおり） 
 

（金銭を対価とする償還請求権） 
第11条の14  Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対
し、分配可能額を取得の上限として、Ｂ種優先株式の
全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを
請求すること（以下本章において「償還請求」とい
う。）ができる。当会社は、かかる請求（以下、償還
請求がなされた日を本章において「償還請求日」とい
う。）がなされた場合には、法令の定めに従い取得手
続を行うものとし、請求のあったＢ種優先株式の一部
のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他
取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決
定するものとし、また、償還請求日において償還請求
が行われたＢ種優先株式及び同日に金銭を対価とする
取得請求権が行使されたＡ種優先株式の取得と引換え
に交付することとなる金銭の額が、償還請求日におけ
る分配可能額を超える場合には、償還請求が行われた
Ｂ種優先株式及び取得請求権が行使されたＡ種優先株
式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の
額が償還請求日における分配可能額を超えない範囲内
においてのみＡ種優先株式及びＢ種優先株式を取得す
るものとし、かかる方法に従い取得されなかったＢ種
優先株式については、償還請求が行われなかったもの
とみなす。 
 
 
2.（条文省略） 
 

（金銭を対価とする償還請求権） 
第11条の14  Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対
し、分配可能額を取得の上限として、Ｂ種優先株式の
全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを
請求すること（以下本章において「償還請求」という。）
ができる。当会社は、かかる請求（以下、償還請求がな
された日を本章において「償還請求日」という。）がな
された場合には、法令の定めに従い取得手続を行うも
のとし、請求のあったＢ種優先株式の一部のみしか取
得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の
定める合理的な方法により取得株式数を決定するもの
とし、また、償還請求日において償還請求が行われた
Ｂ種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権
が行使されたＡ種優先株式及びＣ種優先株式の取得と
引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日
における分配可能額を超える場合には、償還請求が行
われたＢ種優先株式及び取得請求権が行使されたＡ種
優先株式及びＣ種優先株式の数に応じた比例按分の方
法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配
可能額を超えない範囲内においてのみＡ種優先株式、
Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式を取得するものとし、
かかる方法に従い取得されなかったＢ種優先株式につ
いては、償還請求が行われなかったものとみなす。 
 
2．（現行どおり） 
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3.（条文省略） 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3．（現行どおり） 
 
第２章の４ Ｃ種優先株式 
 
（Ｃ種優先配当金） 
当会社は、第29条第１項の規定に従い、事業年度末日
を基準日とする剰余金の配当をするときは、当該配当
の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＣ種
優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」という。）
又はＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先
株式登録質権者」といい、Ｃ種優先株主と併せて「Ｃ種
優先株主等」という。）に対し、第11条の26に定める支
払順位に従い、Ｃ種優先配当金として、Ｃ種優先株式
１株につき、Ｃ種優先株式の払込金額に年率2.9％を乗
じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準
日の属する事業年度の初日（ただし、当該剰余金の配
当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合
は、払込期日）（同日を含む。）から当該剰余金の配当
の基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、
１年を365日として日割計算により算出される金額（以
下「Ｃ種優先配当金額」という。）を支払う（ただし、
除算は最後に行い、円単位未満小数第３位まで計算し、
その小数第３位を四捨五入する。）。ただし、当該剰余
金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日
までの間に、当会社がＣ種優先株式を取得した場合、
当該Ｃ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配
当を行うことを要しない。 
 
2. ある事業年度において、Ｃ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額（以下に定める累積未
払Ｃ種優先配当金を除く。）が、当該事業年度に係るＣ
種優先配当金額に達しないときは、その不足額（以下
「未払Ｃ種優先配当金」という。）は翌事業年度以降に
累積する。当会社は、累積した未払Ｃ種優先配当金（以
下「累積未払Ｃ種優先配当金」という。）を、第11条の
26に定める支払順位に従い、Ｃ種優先株主等に対して
支払うものとする。 
 
3. 当会社は、Ｃ種優先株主等に対して、Ｃ種優先配
当金及び累積未払Ｃ種優先配当金の合計額を超えて剰
余金の配当は行わない。 
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（残余財産の分配） 
当会社は、残余財産を分配するときは、Ｃ種優先株主
等に対して、第11条の26に定める支払順位に従い、Ｃ
種優先株式１株当たり、Ｃ種払込金額にＣ種累積未払
配当金を加算した額を金銭により支払う。 
 
2. Ｃ種優先株主等に対しては、前項のほか残余財産
の分配は行わない。 
 
（金銭を対価とする取得請求権） 
第11条の21  Ｃ種優先株主は、いつでも、当会社に対
し、分配可能額を取得の上限として、Ｃ種優先株式の
全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付することを
請求すること（以下本章において「償還請求」という。）
ができる。当会社は、かかる請求（以下、償還請求がな
された日を本章において「償還請求日」という。）がな
された場合には、法令の定めに従い取得手続を行うも
のとし、請求のあったＣ種優先株式の一部のみしか取
得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の
定める合理的な方法により取得株式数を決定するもの
とし、また、償還請求日において償還請求が行われた
Ｃ種優先株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権
が行使されたＡ種優先株式及びＢ種優先株式の取得と
引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日
における分配可能額を超える場合には、償還請求が行
われたＣ種優先株式及び取得請求権が行使されたＡ種
優先株式及びＢ種優先株式の数に応じた比例按分の方
法により、かかる金銭の額が償還請求日における分配
可能額を超えない範囲内においてのみＡ種優先株式、
Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式を取得するものとし、
かかる方法に従い取得されなかったＣ種優先株式につ
いては、償還請求が行われなかったものとみなす。 
 
2. Ｃ種優先株式１株当たりの取得価額は、Ｃ種優先
株式の払込金額に累積未払Ｃ種優先配当金を加算した
額とする。 
 
3. 本条第１項に基づく償還請求の効力は、Ｃ種優先
株式に係る償還請求書が当会社本店に到着したときに
発生する。 
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（金銭を対価とする取得条項） 
第11条の22 当会社は、いつでも、当会社の取締役会
が別に定める日（以下、本条において「強制償還日」と
いう。）の到来をもって、Ｃ種優先株式の全部又は一部
を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに
取得することができる。Ｃ種優先株式の一部を取得す
るときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づ
き定める合理的な方法による。Ｃ種優先株式１株当た
りの取得価額は、Ｃ種払込金額にＣ種累積未払配当金
を加算した額とする。 
 
（議決権） 
第11条の23 Ｃ種優先株主は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 
 
（株式の併合又は分割等） 
第11条の24 法令に別段の定めがある場合を除き、Ｃ
種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
Ｃ種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割
当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無
償割当てを行わない。 
 
（Ｃ種優先株式に係る譲渡制限） 
第11条の25 当会社のＣ種優先株式を譲渡により取得
するには、取締役会の承認を得なければならない。 
 

第２章の４ 優先順位 
 
（優先順位） 
第11条の19 Ａ種優先株式の優先配当金、Ｂ種優先株
式の優先配当金、累積未払Ａ種優先配当金、累積未払
Ｂ種優先配当金並びにその他の種類の株式の株主及び
登録株式質権者（普通株主及び普通株式の登録株式質
権者（以下「普通登録株式質権者」という。）を含む
がこれに限られない。）に対する剰余金の配当の支払
順位は、累積未払Ａ種優先配当金及び累積未払Ｂ種優
先配当金を第１順位（それらの間では同順位）、Ａ種
優先株式の優先配当金及びＢ種優先株式の優先配当金
を第２順位（それらの間では同順位）、その他の種類
の株式の株主及び登録株式質権者（普通株主及び普 
 

第２章の５ 優先順位 
 
（優先順位） 
第11条の26 Ａ種優先株式の優先配当金、Ｂ種優先株
式の優先配当金、Ｃ種優先配当金、累積未払Ａ種優先
配当金、累積未払Ｂ種優先配当金、累積未払Ｃ種優先
配当金並びにその他の種類の株式の株主及び登録株式
質権者（普通株主及び普通株式の登録株式質権者（以
下「普通登録株式質権者」という。）を含むがこれに限
られない。）に対する剰余金の配当の支払順位は、累積
未払Ａ種優先配当金、累積未払Ｂ種優先配当金及び累
積未払Ｃ種優先配当金を第１順位（それらの間では同
順位）、Ａ種優先株式の優先配当金、Ｂ種優先株式の優
先配当金及びＣ種優先株式の優先配当金を第２ 
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通登録株式質権者を含むがこれに限られない。）に対
する剰余金の配当を第３順位とする。 
 
 
 
２．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びその他の種類の
株式（普通株式を含むがこれに限られない。）に係る
残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式及びＢ種
優先株式に係る残余財産の分配を第１順位（それらの
間では同順位）、その他の種類の株式（普通株式を含
むがこれに限られない。）に係る残余財産の分配を第
２順位とする。 
 
３．(条文省略) 
 

 

順位（それらの間では同順位）、その他の種類の株式の
株主及び登録株式質権者（普通株主及び普通登録株式
質権者を含むがこれに限られない。）に対する剰余金
の配当を第３順位とする。 
 
２．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びそ
の他の種類の株式（普通株式を含むがこれに限られな
い。）に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株
式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式に係る残余財産の
分配を第１順位（それらの間では同順位）、その他の種
類の株式（普通株式を含むがこれに限られない。）に係
る残余財産の分配を第２順位とする。 
 
３．（現行どおり） 
 

 

 


